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はじめに 

1988年 8月 31日に、整備新幹線の 3線 5区間の建設が決定し、翌年１月 17日に財源ス
キームの決定を見ることにより、1973年以来凍結状態が続いていた整備新幹線の建設が実
現することとなった。しかしこれら一連の意思決定は、さまざまな問題を事実上先送りし

た形で成立したものであった。その最たるものとして、並行在来線問題が挙げられる。 
整備新幹線建設においては、新幹線と並行する在来線の経営分離が着工への前提条件と

なっている。多くの分離区間においては、県を主体とする第三セクター鉄道への移行とい

う方向で問題の決着を図ろうとしているが、これら一連の政治過程においては、県による

巨額の財政負担･第三セクター会社の経営不安･JR貨物問題など、さまざまな問題が生じて
いる。1997 年 10 月に、整備新幹線の中でもっとも早く開業に漕ぎ着けた北陸新幹線高崎
－長野間では、第三セクター会社「しなの鉄道」が JRから経営を引き継いで並行在来線を
運行している。しかし、しなの鉄道は、経営分離区間が比較的輸送密度が高いとされてい

たにもかかわらず、今日に至るまで当初掲げた経営目標を達成できていない。今後経営分

離を迎える線区は、先行事例である信越本線よりも輸送密度の点で劣位にあり、経営に対

する不安の度合いはさらに高まっている。 
  本報告では、北陸新幹線高崎－長野間を中心的事例として、問題を議論する場であるア
リーナに注目しながら、さまざまな問題が発生する要因を分析する。まず、中央アリーナ

における意思決定過程を概観し（第 1章）、中央アリーナの意思決定を所与として発生した
下位アリーナにおける政治過程を概観する（第 2 章･第 3 章）。その上で、並行在来線の経
営分離をめぐる政治過程の特色について考察する（第 4章）。 
 
1. 中央アリーナにおける意思決定 
1.1 自民党による並行在来線廃止の党議決定 
整備新幹線建設にともなう並行在来線の取り扱いが取り沙汰されるようになるのは、

1984年 12月 26日、自民党 5役会議において、整備新幹線開業時に並行在来線を廃止する
ことが決定されて以降である1。従来からの懸案であった財源問題に加え、国鉄再建問題が

政治的課題としてきわめて重要な位置を占めていた当時、第 2 次臨時行政調査会の答申を
受けて、国鉄の分割民営化を軸とする国鉄再建案が討議されていた関係上、分割民営化後

                                                  
1 この 2日後山下運輸相は、「すべての並行在来線を廃止するということではなく、今後検
討を進めた上で決定していく」と記者会見で発言する。新幹線の並行在来線であるだけに、

廃止の対象は東北本線･北陸本線など、いわゆる幹線となるため、地元への反響はきわめて

大きかったと推測される。 



の鉄道会社の経営を圧迫する危険性をはらんでいる整備新幹線に関して、推進側もかなり

の譲歩を必要としたのである。それゆえ、財源問題に関しては、公共事業方式の検討とと

もに財源の地元負担が取り上げられ、その一方で、新幹線開業後確実に赤字に転落するも

のと見られる並行在来線の問題に関しては、新生鉄道会社の経営上の負担にならないよう

に廃止が党議決定されたというのが経緯である。翌 27 日の自民党総務会で党議決定、28
日には 1985 年度予算に関する政府･与党覚書の中に、整備新幹線の開業と同時に並行在来
線を廃止するとの文言が盛り込まれた。 
このように、財源の地元負担および並行在来線の廃止は、早い段階で、自民党内で党議

決定されたが、地方の側が簡単に納得するはずもなく、二つの案は、整備新幹線の本格着

工が未決定の状況下で、事実上棚上げ状態が続く。 
 並行在来線問題にいち早く対応したのは、群馬県である。1982年の駅･ルート公表の時点
ではルートがはっきりしていなかったものの、下仁田経由で佐久に至る、いわゆる南回り

ルートが有力視されていた。しかし、1984年時点ではすでに軽井沢を経由する北回りルー
トにほぼ確定し、南回りルートにおいて新幹線と在来線の交差地点に新駅設置をもくろん

でいた群馬県のねらいは完全に外される形となった。そればかりでなく、財源の地元負担

と並行在来線の廃止が自民党内で決定を見るに至り、群馬県は、通過地域にもかかわらず

財源負担と在来線の廃止という二つの負担を背負わされることとなる。こうした事態に直

面し、清水知事は 1985年 11月 15日に自民党幹部と会談、新安中駅（仮称）設置を条件に
北回りルートを承認、また、信越本線については「地域圏交通としての機能の維持に努め

る」との確認書を交わした2。 
 
1.2 国鉄分割民営化と並行在来線問題 
 他方、国鉄の分割民営化が政治課題としてきわめて高い位置を占めていた当時にあって、

分割民営化後の鉄道会社の経営安定は、政治にとっての至上命題となっていたので、政府

としては整備新幹線の建設に対して慎重にならざるを得ず、建設に対して厳しい条件をつ

けることは当然の成り行きといえた。1986年 11月 28日には橋本運輸相が、整備新幹線の
着工決定には並行在来線の廃止が必要であるとの認識をあらためて表明、同年 12月 7日に
は宮沢蔵相が「新会社の経営が黒字になっていかないと、旅客会社の立場は並行在来線の

存続問題が絡んで難しい問題が出てくる」と発言、また、後藤田官房長官は「整備新幹線

建設にともなう並行在来線の廃止は新会社の意見を聞く必要がある」と発言、ここにおい

て、国鉄分割民営化以降の新会社の整備新幹線に対する発言力は、時の政治情勢の絡みも

あり、増していった。 
 1987 年 4 月 1 日に国鉄は分割民営化され、ＪＲとして再スタートした。これを受けて、
5月 29日、政府･自民党首脳で構成される整備新幹線財源問題等検討委員会小委員会（以下
小委員会）では、ＪＲ各社からの意見聴取の形式について議論が交わされた。6月 5日には、
整備新幹線関係 5 閣僚会議が開かれ、ＪＲ各社からの意見聴取の方法が公平を欠かないよ
うに、運輸省など関係各省局長クラスでルール作りをする方針が決定、6月 23日にはＪＲ

                                                  
2 群馬県には当時、福田赳夫元首相、中曽根康弘首相をはじめ、自民党の大物政治家が数多
く存在した。そうした背景も、これに関係している可能性もある。 



各社からの意見聴取につき、旅客会社自身の需要･建設費･収支見通しを踏まえた新会社の

基本的方針、該当路線の建設にあたっての条件･要望、並行在来線廃止に関する考え方を三

本柱とし、回答期限を年度末として運輸省が意見聴取することとなった。 
 これを受けて、ＪＲ各社は整備新幹線に関する検討を行い、10 月に中間報告を運輸省に
提出、10月 30日には各社の中間報告の内容が小委員会に報告された。会社ごとに多少の違
いはあるものの、基本的には各社とも、建設にあたっては全額公費負担や固定資産税の免

除などを望み、早期着工には慎重であることが明らかとなった3。12月 17日には最終報告
が小委員会で報告され、ＪＲ各社が行った試算結果が公表された。すべての路線で極めて

厳しい結果となっており、あらためて建設費の公費負担などの措置の必要性を主張すると

ともに、並行在来線廃止については「やむなし」との見解を公にした。 
 
1.3 並行在来線廃止問題の具体化 
 1988年 1月、整備新幹線建設促進検討委員会が設置され、その下に着工優先順位専門検
討委員会と財源問題等専門検討委員会の二つが置かれることとなった。両者のうち、前者

のほうが議論の進行が早く、8月 11日に運輸省試案が関係者に示されると、急速に問題解
決に明るい兆しが見えはじめた。そして、8 月の終わりには政府･自民党首脳で構成される
六人委員会に決定を委ね、3線 5区間の優先順位が確定し、建設に向けて前進をみた。 
 優先順位第一位の位置を獲得した北陸新幹線高崎－長野間に関してはＪＲ東日本が関係

するが、JR 東日本の判断は、横川－軽井沢間は経営廃止というものであった。これには、
当該路線が抱えている地理的な条件が密接に関わっている。というのも、当該路線は 67パ
ーミルという急傾斜を上下するため、横川および軽井沢の各駅で、機関車の取り付けおよ

び取り外しを行う必要があった。そのために横川機関庫には 100 人の職員が必要となり、
経営的にはマイナス要因となっていた。高崎－長野間は比較的輸送需要があるために建設

が有力視されていたこともあり、ＪＲ東日本の動きも比較的早く、1987年 12月 16日には
運輸省に横川－軽井沢間廃止の以降を報告しており、また、翌日の整備新幹線財源問題等

検討委員会小委員会でも、ＪＲ東日本の横川－軽井沢間廃止の意向が報告されている。 
 1988年 8月 16日には、11日に出された運輸省試案を受けて、信越本線横川－軽井沢間
および東北本線沼宮内－八戸間を廃止する考えを表明、11月 25日には横川－軽井沢間廃止
の意見をまとめ、運輸省に報告、11月 29日には整備新幹線建設促進検討委員会に対して、
横川－軽井沢間の廃止を申請するとの意見書を提出した。 
着工優先順位が決着したものの、負担割合をめぐる議論は膠着状態に陥り、審議が難航

した。そのような状況下で、大蔵省は 12 月 8 日に、1989 年度着工が決定した北陸新幹線
高崎－軽井沢間について、在来線の横川－軽井沢間の経営分離を条件に4、財源の負担割合

                                                  
3 特にＪＲ東日本･西日本は、経営の自立性の確保という問題から、整備新幹線に対しては
終始消極的な態度をとった。 
4 ここで大蔵省が並行在来線の「廃止」ではなく、「経営分離」という言葉を使用している
ことは注目に値する。国鉄分割民営化と前後して、数多くの在来線が国鉄およびＪＲから

経営分離され、第三セクター化もしくはバス転換された。そうした流れを考慮したものと

も受け取れるが、定かではない。 



をＪＲ50％、国と地方をそれぞれ 25 パーセントとする案を提示する5。ここにおいて並行

在来線問題は政治的かけ引きの材料となるに至る。並行在来線の経営分離が、地方に対し

て、一種の踏絵として突きつけられたのである。12月 14日には、政府とＪＲ東日本が横川
－軽井沢間の廃止計画をまとめ、群馬県と長野県に提出した6。 
 1989年 1月 11日の整備新幹線建設促進検討委員会において、ＪＲの負担分を 50％とし、
新幹線保有機構に支払われるリース料をＪＲ負担分とみなすことで大筋の合意を見ること

により、財源問題はほぼ決着をみることとなった。同日、並行在来線の取り扱いについて

も協議が行われ、廃止やむなしの意見が大勢を占めるが、横川－軽井沢間に関わり利害を

有する福田赳夫元首相を中曽根康弘前首相が並行在来線の廃止に反対したため、結論は再

び先送りされた。 
 1 月 17 日に、1989 年度予算編成における整備新幹線の取り扱いが決定し、11 日の合意
事項に従って 1989年度の本格着工が決定した。また、並行在来線については、横川－軽井
沢間の廃止が決定され、文章に盛り込まれた。覚書では、具体的な廃止案は明示されず、「関

係者（運輸省･ＪＲ東日本･群馬県･長野県）間での話し合いによって適切な代替手段を検討

する」とされた7。 
  
1.4 軽井沢－長野間のフル規格化と軽井沢－篠ノ井間の経営分離 

1989 年 1 月 17 日の合意をもって、整備新幹線のスキームは一応の決着をみたと思われ
たが、水面下では、様々な問題が生じつつあった。最大の問題は並行在来線の経営分離問

題であり、第一位の北陸新幹線高崎－長野間のうち、横川－軽井沢間の経営分離が決定し

たのを受け、その他の 4区間においても並行在来線問題が現実のものとなっていった8。 
もうひとつの問題は、新幹線の規格に関する問題である。運輸省の示した案では、既設

新幹線タイプのフル規格新幹線の他、山形新幹線などで採用された、狭軌の在来線のルー

トに標準軌の新幹線を走行させるミニ新幹線方式と、フル規格新幹線の路盤に狭軌の列車

を走行させるスーパー特急方式が新たな整備方法として提示されている。このうち、ミニ

新幹線方式とされた区間の、フル規格への規格変更への期待は非常に大きく、ことに、当

初ミニ新幹線とされていた軽井沢－長野間については、フル規格への変更に対する期待が

極めて大きかった。 
こうした動きに対して、整備新幹線の建設費用の圧縮を課題としている運輸省は、長野

                                                  
5 これは、公営地下鉄や山形新幹線の負担割合を考慮したものである。 
6 内容は、新幹線開業後の当該区間は年間 10億円の赤字を発生するため、鉄路を廃止し一
日 7往復のバス輸送に切り替えるというものであった。これは、当時の横川－軽井沢間の
普通列車の本数に対応している。 
7 これを受ける形で、ＪＲ東日本管内以外の地域でも、並行在来線の廃止問題が活発化して
いく。1989年 2月 15日には、参議院本会議で佐藤運輸相が東北･九州新幹線においても並
行在来線の廃止があり得ることを示唆している。 
8 4区間のうち、東北新幹線および九州新幹線沿線の自治体（県）は受け入れを表明したが、
北陸新幹線のうち、富山･石川の両県は並行在来線の廃止に反対を表明、地元でも市町村を

中心とした反対運動に発展した。結果は、当初第二位の順位であった高岡－金沢間は、石

動－金沢間へと建設区間が変更され、それをきっかけに問題は収束したが、建設の進捗状

況は順位が下位であった東北･九州の 2線に遅れをとっている。 



県に対して、①地元自治体の、並行在来線の経営分離に関する同意を取り付けること、②

長野冬季オリンピックを誘致すること、の二点を条件として提示したといわれる（谷口，

1993:335）。1990年 11月 27日には、東北および九州新幹線沿線の県が並行在来線の第三
セクター化受け入れを表明、なかばこれを受ける形で、11月 30日には長野県の吉村知事が、
軽井沢－長野間の第三セクター化受け入れを表明した。12月 7日には大蔵省と運輸省が、
軽井沢－長野間について、地元自治体がＪＲからの経営分離に同意することを前提にフル

規格で整備することで基本合意するに至った。そして、12月 24日の政府･与党合意により、
軽井沢－長野間の建設は、並行在来線の第三セクター化に関する地元自治体の受け入れと

いう条件付でフル規格への変更が承認されたのである。 
 
2 下位アリーナにおける政治過程Ⅰ －横川－軽井沢間廃止問題－ 
2.1 松井田町の反対運動 
 1987 年の 12 月に、ＪＲ東日本が横川－軽井沢間の廃止の意向を運輸省に報告した際、
真っ先に行動を起こしたのは群馬県の松井田町である。これには、横川－軽井沢間の 97%
が松井田町内にあるという地理的要因9、急傾斜という特殊な条件を備えた区間だったがゆ

えに、松井田町が「鉄道の町」として発達してきたという心情的要因とともに、機関車の

付け替えに関わる横川機関庫の人員削減問題という経済的要因もあった。松井田町全体で

見た場合に、恒常的な人口流出問題は深刻な問題として捉えられており10、また、町内でも

横川地区の衰退傾向は顕著であるため、横川機関庫の人員削減はきわめて重要な問題と考

えられた11。12月 24日には松井田町議会全員協議会で在来線存続の申し合わせを行い、12
月 26日には近隣の安中市と妙義町に対して在来線存続運動への協力要請を行っている。年
が明けて 1988年 1月 8日には議会内に在来線廃止反対特別委員会を設置、2月 12日には
行政･議会･団体代表･住民代表･学識経験者からなる松井田町在来線廃止反対対策協議会

（以下協議会）が設置される。 
 整備新幹線建設問題が進展を見せるにつれ、在来線廃止問題が次第に本格化していき、8
月に提示された運輸省案を受ける形でＪＲ東日本が再び横川－軽井沢間の廃止の考えを明

らかにすると、松井田町においても反対の機運が高まりを見せた。9月 14日には協議会理
事会において在来線を廃止するなら新幹線建設に協力しない方針を決定、10月 16日には約
3000人を集めて在来線反対町民集会を開催、在来線廃止に関する署名運動も展開された。
11 月に入ると、地元国会議員や関係各所に陳情を繰り返し、在来線廃止反対を訴えた。こ
うした松井田町および周辺自治体の意向に沿う形で、翌 1989年 1月 11日の整備新幹線建
設促進検討委員会においては、群馬県選出の福田･中曽根両首相経験者が横川－軽井沢間の

                                                  
9 松井田町の積極的な反対と対照的に、軽井沢町においては反対の声はほとんどあがること
はなかった。これには新幹線駅設置という条件も考慮しなければならないと思われる。 
10 松井田町における土地利用は山林が主で、また平地が少ないことから比較的地価が高い
傾向にあるため、近隣の安中市などが高崎のベッドタウンとして人口を増やしているのと

は対照的に人口が流出している。 
11 横川駅の名物である「峠の釜飯」を作っている「おぎのや」では、早いうちから一般道
や高速道、また諏訪などの他地域への進出等を試みており、鉄道依存からの脱却の度合い

が高かったため、経済的な影響はあまり見られなかったという。 



廃止に対して反対意見を提出した。 
 しかし、こうした松井田町の努力は報われることなく、1月 17日には政府与党申し合わ
せにより横川－軽井沢間の廃止が明記されるに至る。中央における横川－軽井沢間の廃止

決定に対し、在来線廃止反対決議や地元国会議員への陳情など、矢継ぎ早に松井田町は反

発の姿勢を見せるが、決定を動かすことは不可能であった。 
 
2.2 四者協議会の設置と鉄路存続問題の「後退」 
 横川－軽井沢間の廃止が既定路線となり、その問題に対応するために、1989 年 5 月 31
日には群馬に並行在来線対策群馬協議会（以下群馬協議会）が設置され、群馬県と松井田

町との間での協議の場が形成された12。 
 また、1月 17日に交わされた「関係者間での話し合いによって適切な代替手段を検討す
る」との覚書に従い、6月 28日には運輸省関東運輸局･ＪＲ東日本･群馬県･長野県の四者で
構成される横川－軽井沢間代替輸送協議会（以下四者協議会）が設置され、横川－軽井沢

間の問題についての協議の場が整った。 
 9 月 1 日に行われた第 1 回群馬協議会では鉄路存続の要請を行うことが決定され、9 月
13日の第 1回四者協議会でも、鉄路を残した代替輸送機関も検討に含まれることを確認し
た。この時点においては、ＪＲ東日本からの経営分離を前提として、鉄路存続が課題とな

っていることがわかる。1989 年 11 月からは、四者協議会が 1 年にわたる横川－軽井沢間
の輸送量調査に着手、課題を検討する上で必要なデータ収集に乗り出すこととなった。1990
年 12月 10日には、11月末に吉村長野県知事が軽井沢－長野間の第三セクター化受け入れ
を表明したのを受け、群馬県がそれに横川－軽井沢間を含めた、横川－長野間の第三セク

ター化を検討することを表明、また、1991 年 2 月 21 日の長野県議会においては、横川－
軽井沢間の取り扱いに関する質問に対し、県当局は現在の鉄路を活用した形での存続を検

討していくという結論に達したと説明した。 
 1991年 8月 29日に行われた第 2回四者協議会では、ＪＲ東日本による横川－軽井沢間
の需要予測結果が発表されたが、一日あたりの平均乗降客数が 184 人と、鉄路存続にとっ
て、きわめて厳しい数字であった。鉄路存続には需要を増やす対策が必要となり、群馬県

を中心にその方策を検討していくこととなる。1992 年 7 月 13 日には、群馬県協議会に高
崎市･安中市･妙義町･軽井沢町を新たに加え、並行在来線対策協議会に改組、鉄路存続のた

めの需要増対策を検討する体制を再構成した。1993年 1月には、松井田町議会在来線対策
特別委員会が箱根登山鉄道と大井川鉄道を視察するなど、既存の形態にこだわらない、新

たな鉄路存続の方向を模索しはじめた。この時点で横川－軽井沢間の鉄路存続は、既存の

鉄道体系から分断されることを前提とすることとなった。 
 
2.3 鉄路存続の挫折 
 碓氷峠周辺は自然が豊富であり、また、1993年以降、碓氷峠に散在している鉄道施設が
国の重要文化財に指定されるようになっていった。横川－軽井沢間の需要増に関しては、

                                                  
12 長野県側は横川－軽井沢間の鉄路存続に対して積極的であるとは言えず、群馬県の積極
性が目立った。 



これらの鉄道施設や妙義山などの自然を利用した観光に期待がもたれた。 
1993年 5月 21日に開かれた第 5回並行在来線対策協議会において、群馬県は「うすい

ネイチャーランド 21構想」を発表した。これは、鉄路存続を前提として、碓氷峠周辺の自
然環境と鉄道施設を資源として大規模な観光開発を県が主導して行うというものである。

総事業費 300 億円と見積もられた同構想は、横川－軽井沢間の存続にとって生命線ともい
えるものであった13。同構想発表後、群馬県は代替鉄道成立可能性調査を実施し、群馬県を

主体とした新会社による経営の可能性を探ることとなった。 
しかし、1995年 2月 27日に群馬県議会において報告された試算結果は、初期投資に 131

億円が必要との厳しい内容となった。9月 1日には、群馬県側の信越本線沿線 4市町による
担当課長会議において、横川－軽井沢間代替鉄道事業の資本金負担割合を県 50％･67％･
75％とする案について話し合いを行い、9月 15日には、県側から沿線 4市町に対して、資
本負担割合や、経営安定のための基金の利率を複数パターン想定して検討した新たな調査

結果が示され、基金の金利次第で初期投資に必要な金額が 110 億から 150 億の幅までにな
ることが明らかとなった。 
こうした試算結果は、まず群馬県を消極的にさせた。1995年 10月 16日には、小寺群馬
県知事が廃止はやむをえないとの意見を表明、バス輸送などの検討を行うとの方針を明ら

かにした。11月 13日には、横川－軽井沢間の問題について判断を県に一任することで沿線
4市町の首長との間で決定した。地元は強い反発姿勢を示したものの、県の態度は変わらず、
12月 7日には、県議会で小寺知事が正式に存続断念の方針を表明、12月 27日には、四者
協議会幹事会で、群馬県が存続断念の方針を確認、翌 1996年 1月 11日に第 3回四者協議
会が開かれ、横川－軽井沢間の廃止を正式に決定、代替交通機関としてバス輸送を導入す

ることを決めるに至った。1996年 2月 9日、松井田町の在来線廃止反対対策協議会が解散
を決定、最も廃止に対して抵抗を示した松井田町におけるこの出来事は、横川－軽井沢間

をめぐる問題の最終決着を意味した。 
 
3 下位アリーナにおける政治過程Ⅱ －軽井沢－篠ノ井間の第三セクター化問題－ 
3.1 長野県による小諸市と御代田町の「統合」 

1990年 11月 30日、ミニ新幹線で整備するとされていた軽井沢－長野間のフル規格への
「格上げ」に関わる、吉村知事の軽井沢－長野間の第三セクター化受け入れ発言を機に、

長野県内においても並行在来線問題が発生した。 
吉村知事の発言に対しては、小諸市と御代田町が反対の姿勢を示した。特に小諸市は、

フル規格によって建設が進むと、現在の特急停車駅という地位を喪失するため、利害関心

はきわめて高かった14。12 月には、小諸市長･市議会･商工会議所が連名でミニ新幹線早期
着工･信越本線第三セクター化反対を決議している。また、御代田町では、御代田町信越線

                                                  
13 1995年 7月 10日には、建設省からウォーキングトレイル構想にかつてのアプト式鉄道
施設の活用構想を示している。これはうすいネイチャーランド 21構想の一部となっている。 
14 御代田町が第三セクター化に反対した理由として、軽井沢－小諸間が将来的に切り捨て
られるのではないかという危惧を持っていたということが指摘できる。ＪＲ東日本による

調査によると、軽井沢－長野間は、篠ノ井と小諸を境に急激に利用が減少する。そうした

試算結果が、将来的な小諸－軽井沢間の切捨てという危惧を生み出していたのである。 



存続強化規制同盟会が結成され、12月 14日に町民総決起大会が開かれている15。2月 1日
には、長野県主催で並行在来線沿線市町村会議が開催され、関係 10市町村の意見を聴取し
た。そこでは、小諸市と御代田町を除く自治体が第三セクター化受け入れに同意した。 
こうした動きに対して長野県は、小諸市と御代田町を説得する動きに出た。鉄道に関連

する部局だけでなく、商工関係や農林関係など、あらゆる部局の幹部が小諸市および御代

田町を訪れ、第三セクター化受け入れの説得にあたったという16。説得にあたっては、補助

金の問題が取り上げられた。財政的に裕福とはいえない両自治体にとって、県の補助金の

有無は死活問題であるため、最終的には説得を受け入れざるを得ない状況にあった。5 月
23日、御代田町が第三セクター化受け入れを表明、さらに 6月 3日には小諸市が第三セク
ター化受け入れを表明し、沿線市町村の同意が整った。長野県は 6 月 5 日に、運輸省とＪ
Ｒ東日本に対して、信越本線の第三セクター化に関して地元同意が整ったことを報告、6月
8 日には、長野県知事と沿線自治体首長の連名で、「並行在来線をＪＲから経営分離するこ
とに同意し、新幹線の長野までのフル規格着工を求める」署名を運輸省に提出した。1991
年 8月 30日には、第三セクター会社設立のため、長野県と沿線 10市町・経済団体等で構
成する長野県第三セクター鉄道検討協議会が設立されるに至った。 
 
3.2 鉄道資産の有償譲渡決定 
 長野県は 1991年 1月、軽井沢－長野間を第三セクター化した場合の収支見通しの試算結
果を発表、それによると、無償譲渡を前提として年間 2.7億の赤字が発生する。ＪＲ東日本
の行った試算では、有償譲渡を前提として年間 30億円の赤字が発生するとされており、長
野県としては、運輸省およびＪＲ東日本に対し、無償譲渡による鉄道資産の引渡しを要請

する方針をとった。 
 4月の参議院運輸委員会においては、運輸省が「整備新幹線の建設にともない並行在来線
を第三セクター化する場合、新しい会社の負担にならないように譲渡を行いたい」との考

えを明らかにし、無償譲渡への希望を抱かせた。国鉄の分割民営化後に第三セクター化が

決定したはじめての路線であるため、その取り扱いが注目されたが、運輸省の意向として

は、分割民営化時に第三セクター化が決定した路線と同様、鉄道資産を無償譲渡する意向

を示したということになる。しかし、ＪＲ東日本は、民営化されたことを盾に有償譲渡を

主張した。さらに、長野市を中心とする都市圏交通の需要が大きい長野－篠ノ井間につい

ては経営を継続するという方針も同時に示した。有償譲渡および長野－篠ノ井間の経営継

続の方針は、県の行った試算の前提を覆すものであり、以降、有償譲渡と無償譲渡および

分離区間の議論は平行線をたどることとなった。 
 長野県は運輸省に対し、鉄道資産の無償譲渡を求める陳情を繰り返したが、ＪＲ東日本

の態度に変化は見られず、長野県としても、新幹線開業に合わせて第三セクター鉄道を運

                                                  
15 小諸市と御代田町では、いくつかの点で事情が異なっており、特急停車という利害関心
の深さの点だけでなく、反対運動の体制にも違いがみられる。小諸市の場合には商工会議

所の積極性が相対的に目立っているが、御代田町の場合には行政当局が深く関与しており、

町民の動員も町内会単位で行われた。以上は 1995年 8月 23日の長野県議会議員（御代田
町選出）柳沢政安氏への聞き取りによる。 
16 1995年 8月 23日の長野県議会議員（御代田町選出）柳沢政安氏への聞き取りによる。 



行するという日程的な制約を考慮して、1995年段階では有償譲渡を受け入れざるを得なく
なった。鉄道資産の買い取りには 103 億円が必要となり、長野県がしなの鉄道に無利子貸
与する形で決着した。これらの決定の後、1996 年 4 月 19 日に第三セクター会社のしなの
鉄道設立総会が開かれ、5月 1日にしなの鉄道が発足した。 
県は、有償譲渡が確実となって以降、再度試算をやり直している。その結果は、数回の

値上げを前提に 10年で単年度黒字、20年後には累積債務の返済が可能となっている。しか
しながら、現状は長野県の試算を下回り、2001年度には債務超過に陥っている。 
 
4 考察 
4.1 意思決定における特色 
アリーナとは政治闘争の場であり、課題･参加者･権力関係の 3 つの要素によって構成さ
れる空間である。報告者は別稿で、整備新幹線の政策過程には、問題を討議する場である

「アリーナ」の断片化･階層性･不遡及性という特色があるということを述べた（角，1999）。
「アリーナの断片化」とは、議論の膠着を防ぐため、検討課題をいくつかのテーマに分解

し，それぞれ別のアリーナを形成して課題を討議することによって、議論を円滑化するこ

とである。「アリーナの階層性」とは，既存のアリーナから断片化された新設のアリーナと

の間には、前者の後者に対する優位が存在するということである。この優位性は「アリー

ナの不遡及性」という性質につながる。すなわち、既存のアリーナの決定は新設のアリー

ナにとっての所与となり、その決定を覆すことは不可能なのである。 
そうしたアリーナの性質は、並行在来線をめぐる政治過程においても同様に見られる。

横川－軽井沢間問題を討議する場として、横川－軽井沢間代替輸送協議会＝四者協議会と、

群馬県内の関係自治体による並行在来線対策協議会が設置され、軽井沢－長野間の問題に

関しては、沿線自治体のコンセンサス形成のために並行在来線沿線市町村会議が設置され、

また、第三セクター鉄道経営の実務について討議する長野県第三セクター鉄道検討協議会

が設置された。これらの、並行在来線問題を討議するアリーナは、中央アリーナによって

積み残された課題を「断片化」することによって発生したものである。下位アリーナにお

いては、課題としての並行在来線問題は所与として扱われ、問題そのものを問うことは出

来なかった。以上に見られるように、地方に形成された下位アリーナについても、中央で

のアリーナ形成において見られたような傾向が同様に現れている。 
下位アリーナにおける意思決定において、いくつかの特徴的な傾向を見ることができる。

それらを検討しよう。 
第一に、情報選択の恣意性をあげることができる。一般に、ある特定の選択肢を選ぼう

とした場合、そのマイナス効果は、過小評価される傾向がある（白鳥編，1990:21）。断片
化されたアリーナにおいては、特にその傾向が顕著となる。信越本線の第三セクター化に

関しては、そうした傾向がより如実に現れているといえよう。長野県は当初 JR東日本から
無償で鉄道資産を譲渡されるという前提に基づいて試算を行っている。しかし、JR東日本
は当初から鉄道試算の無償譲渡はありえないとの姿勢を貫いており、無償譲渡は困難であ

った。にもかかわらず県は無償譲渡の可能性に固執したのである17。長野県が当初行った試

                                                  
17 これには運輸省が無償譲渡の可能性を匂わせる発言を議会で行ったことも関連している



算では、有償譲渡の場合が検討されていない。それに加えて、当初の試算は、輸送密度の

高い長野－篠ノ井間が切り離されるという前提に基づいて行われている。長野県は、意識

的にか、無意識的にか、結果がマイナスなる可能性を過小評価したのである。そして、こ

うした傾向は、長野県が再度行った試算結果にも現れているのである。 
 第二に、負の課題における意思決定のあり方という点で、本事例は示唆を与えてくれる。

負の課題である並行在来線問題に関する、群馬県･長野県の行動は概して消極的である。一

般に、負の課題は、緊急性がない場合には優先順序が低下する。それと同時に、今回の問

題の先送りには戦略的な要素も含まれている。すなわち、問題の先送りによって有効に使

うことのできる時間を消費し、タイムアップ寸前の状況を創出することによって対抗勢力

に対してコンセンサスを強いるのである。一般に、アリーナはアジェンダセッターによっ

てコントロールされる（角，2001）。これは、アジェンダセッティングが、主体のもつ資源
の量によって成功の度合いが規定されているため、アジェンダセッティングが成功した場

合に、アジェンダセッターがアリーナ内の権力関係において優位にたつことができるから

である。群馬県が、1995年になって横川－軽井沢間の鉄路存続に多額の費用が必要である
との試算結果を提示したこと、そして、長野県が、1995年段階で軽井沢－篠ノ井間の有償
譲渡という前提に立って議論を進めるようになったことに、県の問題先送りによるアリー

ナコントロールの戦略が典型的に現れている。同時に、対抗勢力からみれば、問題を先送

りしようとする姿勢は状況を悪化させるということを、ここから読み取ることができるで

あろう。 
 第三に、並行在来線問題に対する主体のかかわりの差異が注目される。並行在来線問題

が浮上した際に各主体が起こした行動は多様である。自治体水準で見た場合、松井田町･小

諸市･御代田町はいち早く経営分離の方針に反対した。これは、各自治体が並行在来線の経

営分離に関してきわめて高い利害関心があったことを示している。利害関心の高さは当該

主体における優先順序形成に対して大きな影響を及ぼす。横川－軽井沢間をめぐる過程で

は、松井田町の運動が先行し、他の周辺自治体との共闘関係の構築が遅れ、1995年になり
ようやく共闘が成立した。これは、松井田町以外は、当外問題に対する強い利害が存在し

なかったために生じた結果である。松井田町と同様に分離区間となった軽井沢町には、路

線の 3 パーセントのみの関わりしかなかったということ、横川機関庫のような条件がなか
ったこと、新幹線駅が建設されることなどから、松井田のような利害関心をもち得なかっ

た。また、軽井沢－篠ノ井間の問題をめぐる政治過程で、小諸市･御代田町が孤立した事例

も、同様の背景を有している。上記以外の自治体にとっては、並行在来線問題が相対的に

低い優先順位しか与えられていないため、結果として薄い関与という選択肢を導き出し、

それがアリーナにおける県の権力を高める結果となったのである。住民運動が盛り上がり

を欠いたのも、これと同様のロジックによるものである。地方における鉄道利用は需要が

小さく、また、個々の住民においても日常的な利用が少ない。そのため住民の間で問題化

される可能性が少ない、すなわち優先順序が低いのである。基本的に地域住民は、政治･行

政的課題を討議するアリーナから排除･無視される傾向があるが、こうした傾向を覆すため

には、運動の規模に頼るしかない。並行在来線問題は、住民の動員を喚起するだけの優先

                                                                                                                                                  
ものと思われる。 



順序を持ち得なかったのである。 
以上、並行在来線をめぐる、下位アリーナにおける一連の政治過程をみると、県が決定

的な役割を果たしていることがみてとれる。アリーナにおける権力関係が極度にひとつの

主体に有利な状況がある場合には、その主体によるコントロールがあらゆる面において効

いてくるため、意思決定そのものを主体がコントロールすることが可能である。そして、

その主体はアジェンダセッターと重なることが多い。このようにある主体によって政治過

程がコントロールされている意思決定を、ここでは自己完結型意思決定と名づけよう。上

記のように、自己完結型意思決定は、アリーナにおける主体間の権力格差が極めて大きな

場合に可能であるが、今回の事例について言えば、権力格差は、主体の利害関心のもち方

によっても影響される、言い換えれば、優先順序の設定の仕方によっても影響されるとい

うことが理解できるのである。 
 
4.2 対抗勢力に見られる特色 
信越本線の経営分離をめぐる政治過程では、上位アリーナによって課された問題に対し

て、異議を唱える対抗勢力の活動が見られた。その多くは、基本的には自治体による「官

製」の運動であって、個々の町民による自発的運動とはいえない面が強い。また、並行在

来線の経営分離をめぐっては、自発的な住民運動もいくつか存在したが、その多くはきわ

めて小さい動員力しか持たず、アリーナへの参加資格を得るまでには至らなかった。 
自治体が主導した住民運動は、並行在来線問題が終結するとともにその活動を終えてい

るが、自発的に展開されている住民運動は、今日においてもその活動を継続しているもの

が少なからず存在する。運動体としてみた場合に、様々な面において両者は対照的な存在

である。ここでは、運動の動員力と持続力という点から考察を加えてみよう。 
まず、運動の動員力についてみてみよう。自治体主導の住民運動はきわめて高い動員力

を有している。ことにそれは、中心よりも周辺において、大規模な自治体よりも小規模な

自治体において顕著である。対抗勢力として登場した自治体においては、かなりの町民を

動員して活動を展開しており、御代田町では町内会組織を使った動員も行われた。こうし

た動きは、上記の記述を例証している。住民運動の成功は、特に周辺の場合においては、

保守エリートとの共闘が成立しないと困難である（角，2000b）。地方政治は、ことに周辺
地域では、保守エリートによる支配が目立つ。自治体主導の運動は、保守エリートの動員

が容易なため動員力に優れている。行政当局と保守エリートとの関係は、ことに周辺部に

おいては協同関係にある場合が多いため、動員に結びつきやすい。 
他方、地域住民による自発的運動は様々な制約条件がある。周辺地域においては地縁血

縁を媒介としたネットワークが相対的に強く、多様なアソシエーションの発達は相対的に

弱いため、地域住民の動員を保守エリートに依存せざるを得ない。動員を、保守エリート

を介した地縁血縁ネットワークに依存できない場合には、動員力が著しく低下する。また、

住民による自発的運動では、イシューによって動員力を規定される側面もある。住民の日

常生活にきわめて重大な影響を及ぼすようなイシューである場合、動員力は高まる可能性

を有しているが、そうでない場合には、動員力の向上は困難である。並行在来線の問題で

は、住民による日常的な利用が少なく、住民意識を喚起することが困難であった。その上、

並行在来線に関する住民運動は、新幹線建設反対運動と密接な関係を有するものがあり、



そうした面から保守エリートが敬遠したということも動員力低下の原因を形成している。

そのため、住民運動はごく一部の有志的な広がりを見せるにとどまったのである。 
次に、運動の持続力という点からみると、並行在来線問題についてみれば、自治体主導

の住民運動は、突発的な盛り上がりを見せるものの、持続力に欠ける傾向がみられる。行

政は多くの課題を抱えており、ある問題は問題群のひとつに過ぎない。それゆえ、持続力

の維持には、優先順序を高い位置に維持するためのモチベーションの維持が必要となる。

また、優先順序が高いとしても、さまざまな問題群の処理を必要とする自治体においては、

それが取引材料と化す可能性があり、モチベーションの維持には困難が付きまとう。こと

に財政面で苦労している自治体では、政治的･行政的な取引の対象となりやすい。小諸市･

御代田町が、長野県の説得に同意せざるを得なかった状況は、背景にこうした配慮が働い

たものであると考えられる。特に小諸市の場合、新幹線建設によって特急停車駅という地

位を失い、なおかつ並行在来線に対して負担を強いられる状況は受け入れがたいものであ

ったはずである。しかし、並行在来線問題に対して強硬な態度をとりつづけることによっ

て引き起こされる不利益を鑑みた場合、小諸市も譲歩を余儀なくされるのである。 
逆に、住民運動の場合には、課題は一つであるためにモチベーションの維持は容易であ

る。多様なしがらみの中で、それぞれの課題に対して優先順序を付与していくことが不可

避な自治体と異なり、自発的な住民運動の場合にはひとつの課題に焦点を絞っているがゆ

えに、多様な力学の中に埋没することから逃れることが可能である。また、住民による自

発的運動は、運動の展開に関してきわめて大きなコストを参加者に強いる反面、コストが

高いにもかかわらず参加した人々によって支えられているがゆえに、運動の持続力はきわ

めて高い。保守エリートを媒介とした地縁血縁ネットワークによって動員されている自治

体主導型の運動では、個々の参加者のモチベーションは低いし、リーダーの動向次第で行

動が大きく変化する。しかし、自発的な住民による運動では、そうした変化は極めて稀で

ある18。 
 
おわりに 
 整備新幹線建設におけるアリーナ形成では、課題解決の過程で生じた新しい課題を外部

に転嫁するという特徴が見られる。言い換えれば、問題解決のための資源不足を補うため

に、負担を外部転嫁することにより意思決定を行っているのである。こうした意思決定は、

構造的緊張の連鎖的転移という傾向を生み出しやすく、最終的な問題解決を国および自治

体の財政負担により解決する傾向がある（角，2000a）。右肩上がりの経済成長の下ではそ
れが可能であったものの、経済が成熟段階を迎えた今日、そうした方式が限界を呈してい

る。 
 また、巨大公共事業では、大枠の決定は中央と県によって行われ、県の同意は実質的な

「地元同意」とみなされるが、並行在来線の問題では、沿線市町村の同意取り付けが必須

の課題となっており、この条件がより厳しくなっているといえる。しかし、現在の整備新

                                                  
18 ここでは、並行在来線をめぐる対抗勢力のあり方から、自治体主導の運動と、住民の自
発的運動との差異を考察しているが、例えば、政党主導の運動は、ここで考察した結果の

うち、自治体主導の運動と同じ傾向を有しているものと考えられる。 



幹線をめぐる意思決定構造下においては、市町村は行動を制約されている。並行在来線問

題についても、市町村は具体的に分離区間が表明されてからしか行動を起こすことが出来

ない。地域の自己決定を重視する立場からみれば、これは極めて大きな問題を含んでいる。

地域の自己決定という観点からは、上位アリーナの決定を所与とする現在のシステムを、

決定によって生じる諸影響を考慮し、問題を再度協議することが可能となる決定システム

に変更する必要がある。すなわち、遡及的な意思決定が可能な制度形成が必要である。こ

れは同時に、「政策の総合性」を高めるために必要なことでもある。 
キャッチオール型の既成政党に対して不信感が増大する一方で、住民投票をはじめとす

る、地方政治におけるニューウェーヴの出現は、シングルイシューポリティクスの重要性

を我々に示している。複雑化した現代社会において代議制は不可欠な意思決定方法である

が、代議制が万能であるわけでもなく、今日ではむしろ矛盾すら生じさせている。そうし

た状況を補完するシステム形成はきわめて今日的な課題である。自治や自己決定を問う時、

シングルイシューポリティクスの問題は避けて通ることは出来ないだろう。 
自治･自己決定と「政策の総合性」は、一見矛盾した関係にあるように見えるが、実はき

わめて重要な関連を有しているのである。 
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